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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第114期
第２四半期
連結累計期間

第114期
第２四半期
連結会計期間

第113期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 4,853,420 2,461,667 9,778,331

経常利益（千円） 285,542 135,675 714,219

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
48,685 △22,200 259,002

純資産額（千円） － 3,711,293 4,474,862

総資産額（千円） － 7,301,807 7,265,933

１株当たり純資産額（円） － 286.32 286.81

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

3.75 △1.71 19.95

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 50.8 51.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△336,497 － 604,395

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△697,971 － △283,357

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
753,756 － △333,926

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 764,652 1,045,404

従業員数（人） － 172 172

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

EDINET提出書類

日本精鉱株式会社(E00026)

四半期報告書

 2/24



２【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また主要な関係会社における異動はありません。

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 172  

　（注）従業員数には、嘱託社員を含み、パートタイマーは除いて記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 82  

　（注）従業員数には、嘱託社員を含み、パートタイマーは除いて記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

アンチモン事業（千円） 1,315,047

金属粉末事業（千円） 1,149,549

合計（千円） 2,464,597

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)受注状況

当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3)販売実績

当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

アンチモン事業（千円） 1,339,146

金属粉末事業（千円） 1,122,521

合計（千円） 2,461,667

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。

相手先

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（千円） 割合（％）

ポーライト株式会社 338,449 13.75

双日株式会社 253,955 10.32

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（1）業績の状況

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年夏より続く米国発のサブプライム・ローン問題に起因す

る世界的な景気減速を受け、景気の牽引役であった輸出に翳りが見られ、それに伴い設備投資意欲も減退するなど、

景気の後退局面入りが認められるに至りました。さらに、米・欧を中心とする新たな金融危機が発生し、世界的な実

体経済への影響が強く危惧されています。

当社グループを取り巻く事業環境も世界的な景気減速の影響を受け、アンチモン事業、金属粉末事業とも計画販

売数量を下回り、それが利益面の低下に繋がりました。さらに投資有価証券の評価損を計上したことにより四半期

純損益は損失計上となりました。

このような状況の下、当第２四半期連結会計期間の売上高は2,461百万円、営業利益は139百万円、経常利益は135百

万円、四半期純損失は22百万円となりました。

事業セグメントごとの業況は次のとおりです。

[アンチモン事業]

原料であるアンチモン地金の国際相場は、本年度第１四半期平均がトン当たり＄6,269であったのに対し、当第２

四半期平均は＄6,600となり、依然として上昇傾向が続いております。

同事業の第２四半期会計期間の販売数量は、中国のメーカーに生産委託しているOEM製品の東南アジア向け販売

が伸びたこと等により、前年同期比6.4％の増加となりました。

製品販売単価は前年同期とほぼ同じで、その結果、売上高は前年同期比4.4％増加の1,339百万円でありました。営

業利益は、販管費の減少があったものの、設備増強に伴う減価償却費の増加、並びにエネルギー・コストの上昇を主

因とする加工費の増加等により、前年同期より69.4％減益となる16百万円の計上にとどまりました。

[金属粉末事業]

同事業の当第２四半期会計期間の販売数量は、主な最終需要家である電子部品市場及び自動車電装機器市場とも

に世界的な景気減速の影響を受けたものの、前年同期並み（0.9%増加）となりました。　製品ごとの内訳では、精密

モーター軸受用を主用途とする粉末冶金向け金属粉は前年同期比4.9%増となりましたが、相対的に収益性のよい電

子部品材料向け微粉末金属粉は、関連業界の需要減の影響を受け、前年同期比18.4％減少という厳しい結果となりま

した。

その結果、同事業の売上高は前年同期比約6.1％増加の1,129百万円、営業利益は微粉末金属粉の販売減、並びに製

造・営業両部門における体制強化を図るため人員増強などの経費増が影響し、前年同期比約28.9％減少の122百万円

となりました。

なお、前年同期比増減率につきましては、参考として記載しております。

（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期

間末と比べて97百万円増加し、当第２四半期会計期間末では764百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は191百万円となりました。これは主に、減価

償却費69百万円、投資有価証券評価損180百万円及び売上債権の減少額85百万円等による増加があったものの、税金

等調整前四半期純損失46百万円、たな卸資産の増加額322百万円及び仕入債務の減少額127百万円等による減少が

あったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

当第２四半期連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は55百万円となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出50百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュフロー）　

当第２四半期連結会計期間における財務活動の結果、得られた資金は344百万円となりました。これは主に短期借

入金の増加額380百万円によるものであります。
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（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、前連結会計年度に掲げた課題のうち以下の課題については、当第２四半期連結会計期間において次のよう

に対処し進展しております。

[アンチモン事業]

製造プロセスの革新による製造コストの削減

アンチモン酸ソーダ設備を増強し設計通りの生産能力が確認され、本格操業に入っています。

[金属粉末事業]　

電子部品材料向け微粉の製造体制の整備

「技術・市場開発室」を主体に、平均粒子を下げるべく噴霧条件を変更するなど試作を重ね、品質の更なる向上

を図り、生産工程における収率の向上などに取り組んでいます。

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施

行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①当社の株主の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第127条にいう、財務及び事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する基本方針）

当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるべきものと考えております。従いまして、株式会社の支配

権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えてお

ります。なお、当社は、資本市場のルールに則り、株式を買い付ける行為それ自体を否定するものではありませ

ん。

しかしながら、昨今では、対象となる会社の取締役会の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付けを

強行するといった動きが顕在化しつつあります。それらの中には、当社の持続的な企業価値増大のために必要不

可欠な従業員、取引先、債権者等の利害関係者との関係を損ね、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反す

る重大な虞をもたらすものも想定されます。このような大量取得行為や買付提案を行う者は、例外的に、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。

②基本方針の実現に資する取組み

当社は1935年設立以来、一貫して「環境と安全の問題を最重要課題と認識し、社会との共存を図り、より豊か

で安全な生活環境を作るために必要な物作りの一翼を担う」ことを基本理念としております。

また、当社は「株主」各位をはじめ、「取引先」、「従業員」、「社会」という全ての利害関係者から支持を得

て、企業の経済的価値の向上とともに、社会的責任や環境保全の責務を果たすことが当社の企業価値を高め、ひ

いては株主共同の利益の確保、向上に繋がるという認識に立ち、経営にあたっております。

上記の企業努力にもかかわらず、当社取締役会の賛同を得ることなく、特定の株主グループの議決権割合が

20％以上となるような当社株式の買付けを行おうとする者に対して、1.買付行為の前に、当社取締役会に対して

当社が求める情報提供をすること、2.その後、当社取締役会（別途設ける独立委員会を含む）が、その買付行為を

評価し、交渉・評価意見・代替案作成の期間を設けることを要請するルールを策定いたしました。更に、この

ルールが遵守されない場合は、株主各位の利益を保護する目的で対抗措置を講じる必要があるとの判断に至り

ました。

そのため当社は、平成19年4月27日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上

させるため、基本方針に照らし不適切な支配防止のための取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対

応策（買収防衛策）の導入を決議し、さらに導入にあたっては株主各位の意思をより反映させるべきという観

点から、平成19年6月28日開催の定時株主総会に導入提案を付議し、承認されました。

③上記②の取組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、上記②の取組みが、上記①の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値、株主共同の利益を

確保・向上させるための取組みであり、株主各位の共同の利益を損なうものではないと判断します。

また、当該買収防衛策は、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防ぐため、特別委員会を設置し、特

別委員会の勧告を最大限尊重して買収防衛策が発動されることが定められており、取締役の地位の維持を目的

とするものではありません。

（4）研究開発活動

当第2四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費の金額は、9,784千円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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（5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

[アンチモン事業セグメント]

同事業における原料のアンチモン地金は、その殆どの購入を、世界のアンチモン地金生産量の80%以上を占めて

いる中国からの輸入に頼っています。しかし、中国における資源保護政策、それに伴う輸出管理の動向により、原料

の供給状況、並びに価格に変動要因が生じます。従い、原料の安定的確保、原料価格の上昇への対応が経営成績に重

要な影響を与えることになります。

そのため、安定的な原料購入策の一環として中国以外にも信頼できるサプライ・ソースを確保すべく現在折衝

を進めており、また現下の原料価格の上昇に対しては、一層のコスト削減に努めると共に、本年6月に顧客各社に製

品価格の改定を申し入れさせて戴き、コストの上昇に対応しております。

[金属粉末事業セグメント]

同事業における粉末冶金向け金属粉は、本年度上半期は新興国の需要増などにより自動車電装機器市場は堅調

に推移しましたが、自動車メーカーの販売計画減に伴い、下半期は厳しくなることは避けられません。この需要減

を補うべく、当社グループにとって未開の市場であった電子機器などの各種熱デバイス向け銅粉の拡販に注力し

ております。

一方、世界的な景気減速の影響を受け、電子部品材料向け微粉末金属粉は年初より需要が落ち込んでおります

が、販売数量を維持、アップさせるため、電子部品メーカーが差別化戦略として打ち出している小型化、高性能化製

品の開発に対応すべく取り組んでおります。　具体的には小型化、高性能化製品に求められる、より微細な粉末の製

造において、技術力の向上により歩留まり率を上げ、量の確保とコストの削減を目指しております。　その他、販売

量の拡大策として、既存の用途に囚われることなく、微粉末金属粉の新たな用途を研究し、提案型営業を展開する

ことに注力しております。

（6）経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき、最善の経営方針を立案するよう努めて

おります。

当社グループを取り巻く経営環境は、家電・電子機器業界、自動車業界並びに石油化学品業界の動向に深い関わ

りをもっていますが、いずれの分野におきましても輸入品を含む競合製品との価格競争、需要家の海外への生産拠

点のシフトに伴う国内需要の頭打ち、更には世界的な景気減速の中、減産を強いられる産業が出てくるなど、厳しい

状況にあります。

当社グループでは、それら状況に対応し、事業基盤の拡充に向けて平成21年度を最終年度とする中期経営計画（

3ヵ年計画）を策定し、活動を推進中であります。

それの基本方針は、製品の差別化、高付加価値化のための技術改善、生産の効率化、コストダウン、新製品の開発に

よる新市場の開拓、海外市場への販売力の強化を重点目標テーマとして掲げ、当社グループ内でのシナジー効果を

一層発揮して目標達成に注力し、業績の向上を図るというものであります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等について、当第２四

半期連結会計期間に重要な変更があったものは、次の通りです。なお、当第２四半期連結会計期間において、新たに

確定した重要な設備の新設、除却等はありません。

①新設、拡充

　金属粉末事業において、平成20年9月完了予定であった生産関連設備は、完了予定が平成20年11月に、また投資予

定金額は60,000千円が67,000千円にそれぞれ変更になりました。

②改修

　金属粉末事業において、平成20年8月完了予定であった生産関連設備は、平成21年5月完了予定に変更になりまし

た。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年9月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 13,029,500 13,029,500
東京証券取引所

市場第二部
－

計 13,029,500 13,029,500 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　平成20年7月１日～

平成20年9月30日　
－ 13,029,500 － 1,018,126 － 564,725

（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　双日株式会社 　東京都港区赤坂6丁目1-20 1,693 12.99

　福田金属箔粉工業株式会社 　京都府京都市山科区西野山中臣町20 1,104 8.47

　太陽鉱工株式会社 　兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1-39 597 4.58

　日鉱金属株式会社 　東京都港区虎ノ門2丁目10-1 397 3.05

　大和生命保険株式会社 　東京都千代田区内幸町1丁目1-7 350 2.69

　三菱UFJ信託銀行株式会社　
（常任代理人　日本マスタート
ラスト信託銀行株式会社）

　東京都千代田区丸の内1丁目4-5　　　　　　　　

　（東京都港区浜松町2丁目11-3）
193 1.48

　親和物産株式会社 　東京都港区西新橋1丁目14-2 161 1.24

　矢地節子 　富山県氷見市 160 1.23

　竹上雄輔 　千葉県流山市 150 1.15

　日本化学産業株式会社 　東京都台東区下谷2-20-5 122 0.94

計 － 4,927 37.82
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年9月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　67,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式12,808,000 12,808 －

単元未満株式 普通株式 　154,500 － 一単元（1,000）未満の株式

発行済株式総数 13,029,500 － －

総株主の議決権 － 12,808 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄には株式会社証券保管振替機構名義の株式が6,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年9月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数
の合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本精鉱株式会社
東京都新宿区

下宮比町3－2
67,000 － 67,000 0.51

計 － 67,000 － 67,000 0.51

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年4月 5月 6月 7月 8月 9月

最高（円） 268 338 306 291 265 248

最低（円） 246 248 278 255 230 198

　（注）最高・最低株価は東京証券取引所（市場第二部）におけるものです。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
　

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 764,652 1,045,404

受取手形及び売掛金 1,860,434 1,871,233

有価証券 1,000 1,000

製品 765,746 662,392

半製品 180,142 172,065

原材料 989,650 632,061

仕掛品 237,793 195,440

その他 121,134 66,067

貸倒引当金 △5,870 △5,972

流動資産合計 4,914,683 4,639,693

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 661,028

※
 686,289

機械装置及び運搬具（純額） ※
 529,418

※
 573,905

土地 812,378 812,378

その他（純額） ※
 81,659

※
 60,568

有形固定資産合計 2,084,485 2,133,141

無形固定資産 23,678 21,553

投資その他の資産 278,961 471,545

固定資産合計 2,387,124 2,626,240

資産合計 7,301,807 7,265,933

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 813,915 850,486

短期借入金 1,222,000 671,250

未払法人税等 84,038 155,186

賞与引当金 87,927 92,386

その他 180,301 273,801

流動負債合計 2,388,182 2,043,111

固定負債

長期借入金 568,000 300,000

退職給付引当金 287,794 282,051

その他の引当金 27,397 66,792

負ののれん 148,098 2,253

その他 171,042 96,863

固定負債合計 1,202,332 747,959

負債合計 3,590,514 2,791,071
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
　

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,018,126 1,018,126

資本剰余金 564,725 564,725

利益剰余金 2,156,806 2,151,186

自己株式 △23,527 △20,187

株主資本合計 3,716,131 3,713,851

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,838 7,797

少数株主持分 － 753,213

純資産合計 3,711,293 4,474,862

負債純資産合計 7,301,807 7,265,933
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 4,853,420

売上原価 4,180,974

売上総利益 672,446

販売費及び一般管理費 ※
 385,650

営業利益 286,795

営業外収益

受取配当金 1,853

負ののれん償却額 16,354

その他 3,285

営業外収益合計 21,493

営業外費用

支払利息 17,076

その他 5,668

営業外費用合計 22,745

経常利益 285,542

特別利益

貸倒引当金戻入額 101

特別利益合計 101

特別損失

固定資産除却損 5,844

たな卸資産評価損 12,790

投資有価証券評価損 180,000

特別損失合計 198,634

税金等調整前四半期純利益 87,009

法人税、住民税及び事業税 78,237

法人税等調整額 △43,796

法人税等合計 34,440

少数株主利益 3,883

四半期純利益 48,685
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 2,461,667

売上原価 2,125,692

売上総利益 335,975

販売費及び一般管理費 ※
 196,254

営業利益 139,721

営業外収益

負ののれん償却額 8,673

その他 1,188

営業外収益合計 9,862

営業外費用

支払利息 9,023

その他 4,883

営業外費用合計 13,907

経常利益 135,675

特別利益

貸倒引当金戻入額 223

特別利益合計 223

特別損失

固定資産除却損 2,255

投資有価証券評価損 180,000

特別損失合計 182,255

税金等調整前四半期純損失（△） △46,356

法人税、住民税及び事業税 17,568

法人税等調整額 △41,724

法人税等合計 △24,155

四半期純損失（△） △22,200
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 87,009

減価償却費 136,111

負ののれん償却額 △16,354

貸倒引当金の増減額（△は減少） △101

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,458

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,743

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,395

受取利息及び受取配当金 △2,114

支払利息 17,076

為替差損益（△は益） 39

有形固定資産除却損 5,844

投資有価証券評価損益（△は益） 180,000

売上債権の増減額（△は増加） 10,799

たな卸資産の増減額（△は増加） △511,373

仕入債務の増減額（△は減少） △36,571

その他 4,336

小計 △170,908

利息及び配当金の受取額 2,114

利息の支払額 △14,576

法人税等の支払額 △153,127

営業活動によるキャッシュ・フロー △336,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △1,000

有価証券の償還による収入 1,000

有形固定資産の取得による支出 △109,562

有形固定資産の除却による支出 △9,135

無形固定資産の取得による支出 △3,574

子会社株式の取得による支出 △575,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △697,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 380,000

長期借入れによる収入 460,000

長期借入金の返済による支出 △21,250

自己株式の取得による支出 △3,340

配当金の支払額 △38,927

少数株主への配当金の支払額 △22,725

財務活動によるキャッシュ・フロー 753,756

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △280,751

現金及び現金同等物の期首残高 1,045,404

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 764,652
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更

 たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として総平均法によ

る原価法によっておりましたが、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日）が適用されたことに

伴い、主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定し

ております

これにより、当第２四半期連結累計期間

の営業利益、経常利益は9,278千円減少し、

税金等調整前四半期純利益は、22,068千円

減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

【簡便な会計処理】

　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間

　（自　平成20年４月１日

　　至　平成20年９月30日）

（有形固定資産の耐用年数の変更)

　第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の耐用年数

については、法人税法の改正を契機として見直しを行い、

機械装置の耐用年数を８年～１２年から７年に変更して

おります。　

　　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ13,019千

円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

（役員退職慰労引当金）

当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会において

役員退職慰労金打ち切り支給の決議を致しました。これに

伴い、決議時点での「役員退職慰労引当金」を全額取り崩

し、打ち切り支給額の未払分については固定負債の「その

他」に計上しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、5,092,986千円で

　あります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、4,986,695千円で

　あります。

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

  次のとおりであります。

販売費 77,447千円

給与及び手当　 139,670  

賞与引当金繰入額　 20,899  

退職給付費用　 4,753  

役員退職慰労引当金繰入額 5,005  

研究開発費　 16,859  

減価償却費　 2,166  

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

  次のとおりであります。

販売費 39,599千円

給与及び手当　 71,556  

賞与引当金繰入額　 10,163  

退職給付費用　 5,055  

役員退職慰労引当金繰入額 1,290  

研究開発費　 9,784  

減価償却費　 1,113  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表

  に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年９月30日現在）　

現金及び預金勘定 764,652千円

現金及び現金同等物 764,652
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　　13,029,500株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　    67,507株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年6月27日

定時株主総会
普通株式 38,927 　3.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日 利益剰余金

　

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年10月30日

取締役会
普通株式 51,847 　4.00 平成20年9月30日 平成20年12月5日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年7月１日　至　平成20年９月30日）

 
アンチモン事
業（千円）

金属粉末事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,339,146 1,122,521 2,461,667 － 2,461,667

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 6,954 6,954 △6,954 －

計 1,339,146 1,129,475 2,468,621 △6,954 2,461,667

営業利益 16,565 122,044 138,610 1,110 139,721

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年4月１日　至　平成20年９月30日）

 
アンチモン事
業（千円）

金属粉末事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,708,130 2,145,290 4,853,420 － 4,853,420

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 15,389 15,389 △15,389 －

計 2,708,130 2,160,680 4,868,810 △15,389 4,853,420

営業利益 88,561 195,925 284,487 2,307 286,795

 （注）１．主として製品の種類・性質により事業区分を行っております。

 ２．各事業の主な製品

 (1)アンチモン事業・・・・三酸化アンチモン、三硫化アンチモン

 (2)金属粉末事業・・・・・銅粉、錫粉、黄銅粉、青銅粉、鉛青銅粉

 ３．会計処理の方法の変更

 （棚卸資産の評価に関する会計基準)　　　

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用し

ております。

これにより、当第２四半期連結累計期間の「アンチモン事業」の営業利益は558千円減少しており、「金

属粉末事業」の営業利益は8,720千円減少しております。

 ４．追加情報

 （有形固定資産の耐用年数の変更)　　　

第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の耐用年数については、法人税法の改正を契機として見直し

を行い、機械装置の耐用年数を８年～１２年から７年に変更しております。　

これにより、当第２四半期連結累計期間の「アンチモン事業」の営業利益は9,908千円減少しており、「金

属粉末事業」の営業利益は3,111千円減少しております。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４

月１日～９月30日）

　当社グループは、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店等がないため該当事項はあり

ません。

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４

月１日～９月30日）

　当社グループの海外売上高は、連結売上高に占める割合が10％未満でありますので、記載を省略しておりま

す。

（有価証券関係）

　　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）
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　　該当事項はありません。　

（デリバティブ取引関係）

　　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　　該当事項はありません。　

　

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 286.32円 １株当たり純資産額 286.81円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 3,711,293 4,474,862

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 753,213

（うち少数株主持分） (－)　 (753,213)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（千円）
3,711,293 3,721,648

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（株）
12,961,993 12,975,993

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 3.75円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

１株当たり四半期純損失金額（△） △1.71円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び１株当たり四半期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） 48,685 △22,200

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

(△)（千円）
48,685 △22,200

期中平均株式数（株） 12,973,494 12,971,973
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

２【その他】

平成20年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・51,847千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・4円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・平成20年12月5日

(注）  平成20年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　　平成20年11月13日

日本精鉱株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 河野　明　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 篠原　真　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本精鉱株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本精鉱株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）1.　 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。

 2.　 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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